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2021 年 8 月 インドネシア関税アラート 
Regulation 

保税区域に関する規定のアップデート 
 

財務省は 2021 年 6 月 8 日、PMK-65 を公布した。これは国内市場の競争力向上及び国内経済の回復促進を目的とし

て、保税区域に関する取扱いを定めた従来の規定（PMK-131）の内容を改訂するものである。 

 

PMK-65 における主要な改訂は以下に掲げる通りである。 

• 保税区域における物品の搬出および搬入に関する取扱いの明確化。 

• 低リスク保税事業者に対する会社保証の利用の強調。 

• 課税物品を保税区域に搬入する際の付加価値税（VAT）不徴収に関する取扱いの強調。 
 

  

Indonesia Customs Alert | 2021年 8月 
2021 年 8 月 12 日 



Indonesia Customs Alert | 2021 年 8月 

 

02 

 

PMK-65 における主な変更点は以下の通りである。 

 

事項 
PMK-131 

旧規定 

PMK-65 

新規定 

PKB（Pengusaha Kawasan Berikat）および
PDKB（Pengusaha dalam Kawasan 

Berikat）の義務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKB および PDKB は、税関当局（DGCE ）

および国税当局（DGT）が調査を行うため

に、財務報告の作成の基となる IT システ

ムを備えなければならない。 

PKBおよび PDKB は、DGCE および DGT

が調査を行うため、あるいは税務上の義

務の履行を監督するため、物品の搬入搬

出を管理し財務報告の基となる IT システ

ムを備えなければならない。 

少なくとも 1 年に 1 回、在庫の確認を行

わなければならない。 

少なくとも 1 年に 1 回、在庫の確認を行う

とともに、在庫の確認を行ってから 2か月

以内に VATの申告を行っている税務署

の署長宛にレポートを提出しなければな

らない。 

課税対象ではない物品を保税区域に搬

入する場合は VAT および奢侈品販売税

（LST）は課されない。 

課税対象ではない物品を保税区域に搬

入する場合、VAT および LST は課されな

い。したがって、タックスインボイスを発行

する必要はない。 

以下に掲げる場所から物品を保税区域に

搬入する場合に必要な事項 

a. 関税区域外 

b. 他の保税貯蔵区域 

c. 自由貿易区域 

d. 関税区域内の他のエリア（Tempat 

Lain di Dalam Daerah Pabean 

(TLDDP)） 

e. 特別経済圏 

f. 政府により指定された他の経済圏 

TLDDP から物品を搬入する場合、タックス

インボイスを発行するとともに税関申告書

を添付しなければならない。 

 

上記のタックスインボイスは、「保税貯蔵

区域に関する政令に基づき VAT 不徴収」

と記されたものでなければならない。 

TLDDP から物品を搬入する場合、タックス

インボイスを発行しなければならない。ま

た、PKBや PDKB が有する保税区域に物

品を搬入する場合には、タックスインボイ

スの発効前に許可証を入手しなければな

らない。. 

 

上記のタックスインボイスは、「保税貯蔵

区域に関する政令に基づき VATまたは

VAT と LST 両方を不徴収」と記されたもの

でなければならない。 

以下に掲げる場所から TLDDP を経由して

保税区域に物品を搬入する際の諸事項 

a. 関税区域内の他のエリア 

b. 他の保税貯蔵区域 

c. 自由貿易区域 

d. 特別経済圏 

e. 政府により指定された他の経済圏 

輸入時に、関税関連書類の添付とともに

支払われた税は控除することができる。 

 

保税区域から販売以外の目的で物品を

搬出する場合、VAT および LST は課され

ない。 

 

輸入時に、関税関連書類の添付とともに

支払われた税は、保税区域から物品が搬

出された年度において控除することがで

きる。 

 

保税区域から販売以外の目的で物品を

搬出する場合、VAT および LST を課され

ない。 

 

販売目的ではなく課税対象物品を保税区

域から TLDDP に搬出した場合には、VAT

および LST を課されず、タックスインボイ

スの発行も必要ない。 

関税区域外の物品を保税区域を経由して

TLDDP へ搬出する場合  

 

原材料、補助材料、包装資材等を除き、

物品を保税区域から搬出する場合、VAT

および LST は課されない。 

 

保税区域から物品（原材料、補助材料、

包装資材等を含む）を搬出する場合で、

物品の販売に該当しない場合は、VAT お

よび LST は課されずタックスインボイスの

発行も必要ない。 

保税区域の許可が取り消された際に、保

税区域に物品が残っている場合の取扱い 

 

 

 

保税区域の許可が取り消される場合で、

TLDDP からの物品が保税区域内にある

場合には、取り消しから最大 30 日以内

に、 

a. 物品を輸出しなければならない。  

保税区域の許可が取り消される場合で、

TLDDP からの物品が保税区域内にある

場合には、取り消しから最大 30 日以内

に、 

a. 物品を輸出しなければならない。  
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事項 
PMK-131 

旧規定 

PMK-65 

新規定 

 b. 物品を他の保税貯蔵区域に移動しな

ければならない。 

c. 物品を TLDDP に搬出しなければなら

ない。 

b. 物品を他の保税貯蔵区域に移動しな

ければならない。 

c. 搬入の際に課されなかった VAT もし

くは VATおよび LSTを支払わなけれ

ばならない。 

 会社保証に関する条項 PMK-131 の要請事項に準拠するため、

PKB および PDKB はサービスリスク特性に

応じて会社保証を利用することが出来る。 

低リスク特性の PKB および PDKB は、地

方税関局長もしくは中央税関局長に対し

て申請することで会社保証を利用するこ

とが出来る。 

 

PMK-65 のその他の主な内容は以下の通りである。 

 

事項 
PMK-65 

新規定 

保税区域が対象とする物品の種類 保税区域は、海外の課税対象者が有する原材料、副原料、包装資材、包装補助資材

を対象とする（それらの物品が保税区域内に保管されている限り）。 

保税区域が以下に掲げる場所から物品を

搬入する場合に必要な事項  

a. TLDDP 

b. 他の保税貯蔵区域 

c. 自由貿易圏 

d. 特別経済圏 

e. 政府が指定する他の経済圏 

TLDDP から搬入する物品に関する VAT の不徴収もしくは VAT および LST の不徴収の

措置は、PKB もしくは PDKB がタックスインボイス（VAT不徴収、もしくは VAT および LST

の不徴収と記載されたもの）を用いて行わなければならない。もし PKB もしくは PDKB

がこれを怠った場合には、当該税金を控除することは出来ない。  

 

 

他の関税区域から保税区域に搬入された

物品が保税区域から搬出される際に必要

な事項 

• 海外の課税対象者が有する原材料、補助材料、包装資材等に関して、これらの

物品が搬入された後に保税区域の認定を受け、TLDDP に搬出を予定する場合に

は、関税、輸入に関する諸税、VAT もしくは VAT および LST を支払わねばならな

い。 

• PDRI、 VAT、 もしくは VAT および LST については物品の搬出時に租税債務が生じ

る。 

• 輸入税、物品税、PDRI、VAT および LST は、当該物品にかかる通関書類を登録す

る際に支払われなければならない。 

• もし PDRI、VAT および LST の支払が遅れた場合には、規定に基づきペナルティが

課される。 

• 海外課税対象者が有する原材料、副材料、包装資材等の物品に関して支払った

PDRI、VAT および LST は控除することが出来ない。 

• 輸入物品を利用目的で保税区域から TLDDP に輸送する場合、保税区域から当

該物品を搬出する際に VAT、もしくは VAT と LST が生じる。 

• 海外課税対象者が有する原材料、副材料、包装資材等の物品を TLDDP にいる

者に向けて搬出する場合、保税区域から当該物品を搬出する際に、VAT もしく

は、VAT および LST が課される。 

• 海外課税事業者が有する原材料、副材料、包装資材等の物品を搬出する場合、

当該物品を受領する者が、通関書類を登録する前に、税金支払票（Surat Setoran 

Pajak (SSP)）を用いて VAT もしくは VAT および LST を支払わなければならない。通

関書類を添付した SSP により支払われた税金は控除することが出来る。 

TLDDP にあった海外課税対象者が有する

物品が保税区域を経由して再度 TLDDP

に搬出される場合 

 

• 海外課税対象者が物品を有する場合、TLDDP への物品搬出に際して、PKBおよ

び PDKB は関税、物品税、VAT もしくは VAT および LST を再度支払わなければな

らない。  

• PKBおよび PDKB は、保税区域から TLDPP に搬出する物品に関する VAT もしくは

VAT と LST を支払わなければならない。この VAT もしくは VAT と LST は、税金支
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事項 
PMK-65 

新規定 

払票（SSP）を用いて、通関書類を登録する前に支払わなければならない。税関書

類に添付された SSP は、納税者が物品を受領する際に控除することが出来る。  

• PKBおよび PDKB は、保税区域から TLDDP に搬出する非課税物品に関してはタッ

クスインボイスを発行する必要はない。  

• 保税区域から TLDDP に搬出する物品が残留物および廃棄物である場合、PKB お

よび PDKB は VAT もしくは VAT および LST を支払う必要はない。 

TLDDP にあった物品が保税区域を経由し

て再度 TLDDP に搬出される場合 

 

• PKBおよび PDKB は、従来、優遇措置（輸入関税の免除、VAT や LST の不徴収

等）の対象とされていた原材料、副材料、包装資材、資本財等の物品の保税区域

への搬入に関して、VAT もしくは VAT および LST を支払わねばならない。 

• 上記の VAT もしくは VAT および LST は SSP を用いて支払われなければならない。

通関書類に添付された SSP は物品が保税区域から搬出された期に控除すること

が出来る。 

• PKBおよび PDKB は、原材料、副材料、包装資材、資本財等の物品を保税区域か

ら TLDDP に搬出する際に、VAT もしくは VAT と LST を徴収するためのタックスイン

ボイスを発行しなければならない。  

TLDDP からの資本財の搬出にかかる VAT

の免除  

• TLDDP から資本財を搬出する際、その資本財が保税区域内に 4 年以上あった場

合には VAT もしくは VAT および LST を免除される。 

 
PMK-65 により、複数の条項の修正および追加がなされた。そのため、企業は保税区域における事業活動を継続し、新

規定違反に対するペナルティを避けるため、PMK-65 によってなされた変更に留意する必要がある。 

 
弊社は、保税区域に関するセミナー等、保税区域に存する企業に対するアドバイザリーおよび保税ライセンス取得のた

めのサポートに従事している。 

 
PMK-65 は、2021 年 8 月 8 日から効力が発生する。 

  
 
 

*****
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shivdas@deloitte.com 

Business Tax 
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hsupriyanto@deloitte.com 
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iatmawijaya@deloitte.com 

 

Business Tax 
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rwidodo@deloitte.com 

Global Employer Services 
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